
野辺地町地域防災計画の位置づけおよび体系は、以下のとおりです。

令和７年度 野辺地町地域防災計画の修正について （１／２）

１．改定の背景について

野辺地町地域防災計画は、災害対策基本法に基づき、野辺地町のあらゆる自然災害等に対処す
る総合計画です。
令和7年2月の災害対策基本法の改定、令和7年1月の防災基本計画の修正等の防災関係法令の改

正や、防災・減災を取り巻く環境変化等を踏まえ、上位関連計画及び関連法令等との整合性を図
るとともに、多様な視点を踏まえた避難所運営等への対応等を行う必要があります。
そこで今年度、当町の防災力向上を目的とし、野辺地町地域防災計画の修正を行いました。ま

た、より実効性のある計画とするため、町の組織体制や取組み等、町の最新情勢を反映させまし
た。

災害や社会的背景

①地球温暖化に伴う気候変動による水害・雪害の頻発化・激甚化
②令和6年能登半島地震や令和7年青森県東方沖を震源とする地震による被害
③進行する少子高齢化による自助・共助の低下 等

①災害対策基本法改正
(令和7年2月等)

②防災基本計画修正
(令和7年1月等)  

③水防法改正
(令和7年11月等)

④日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震におけ
る具体的な応急対策活動に関する計画
(令和7年6月等)
⑤原子力災害対策指針改正（令和6年9月等）

青森県の取組み例国の取組み例

令和5年3月の最終改定以降の防災・減災を取り巻く環境変化

①青森県地域防災計画の修正
 (令和7年3月等)
②青森県災害備蓄指針の修正
（令和7年1月）

野辺地町地域防災計画

風水害等災害対策編
（修正）

地震・津波災害対策編
（修正）

原子力災害対策編
（修正）

資料編
（修正）

様式編
（修正）

２．計画の位置づけ・体系等について

防災基本計画
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３．主な改定内容について

（２）風水害等災害対策編、地震・津波災害対策編の修正（地域防災計画修正の手引きより） （１/２）

修正

事項
No 主な内容 主な該当章・節

県計画

との関係

避
難
所
生
活

1

避難所の整備等

・乳児用の物資（粉ミルク、おむつ等）や生理用品等を

新たに備蓄することを追記

・慢性疾患・食物アレルギーに対応した食材・食料の確

保

・再生可能エネルギーを活用した非常用発電設備等の整

備

・指定避難所に衛星携帯電話・衛星通信を活用したイン

ターネット機器等を整備する旨を記載

【風水害等災害対策編】

第３章 第10節

第４章 第12節

【地震・津波災害対策編】

第３章 第９節

第４章 第13節

R7手引き

青森県災害備蓄指針

の修正、防災基本計

画修正（令和6年6

月）、能登半島地震

の教訓

R5手引き

防災基本計画修正

（令和4年6月）

2

被災者支援の仕組みの整備

・災害ケースマネジメント等の平時における被災者支援

の取組、在宅避難者・車中泊避難者等への支援の仕組

みの検討等についてを追記

・様々な主体が連携し状況把握の取組を円滑に行えるよ

う、事前調整や対象者の優先順位付け等あらかじめ検

討する旨を追記

【風水害等災害対策編】

第３章 第10節

【地震・津波災害対策編】

第３章 第９節

R7手引き

防災基本計画修正

（令和6年6月）

3

応援職員等の宿泊場所として活用可能な施設やスペース

等のリスト化

・応援職員の宿泊場所となるホテル・旅館、公共施設の

空きスペース等をリスト化するよう努め、宿泊場所の

確保が困難となった場合は、当該施設等の確保に配慮

【風水害等災害対策編】

第４章 第６節

【地震・津波災害対策編】

第４章 第６節

R7手引き

能登半島地震の教訓

（１）町の最新情勢及び機構改革等に伴う庁内組織を踏まえた修正

NO 主な内容 主な該当章・節

１
屋内避難所の受入可能人数の算出方法の変更

指定避難場所、指定緊急避難場所の指定状況の追加

【風水害等災害対策編】

第３章 第10節

【地震・津波災害対策編】

第３章 第９節

２

復興事前準備について、復興体制・復興手順を検討する旨を追記

災害廃棄物の処理について、「野辺地町災害廃棄物処理計画」に基づき候補地

を選定していることを追記

【風水害等災害対策編】

第４章 第24節

第６章 第１節

【地震・津波災害対策編】

第４章 第25節

第５章 第１節

３ その他、部署名・組織名・数値等の更新 全体



３．主な改定内容について

修正

事項
No 主な内容 主な該当章・節

県計画

との関係

孤
立
対
策
・
啓
開

４

航路等に漂流する障害物の除去

・国、港湾管理者、漁港管理者による航路啓開等のため

の障害物の除去の追記

【風水害等災害対策編】

第４章 第16節

R5手引き

防災基本計画修正

（令和4年6月）

５

海路・空路を活用した道路啓開に向けた調整

・道路管理者は、陸路から道路啓開が行えない場合も想

定し、海路・空路の活用に向けて関係機関と調整を図

るよう努める旨を記載

【風水害等災害対策編】

第３章 第17節

【地震・津波災害対策編】

第３章 第23節

R7手引き

能登半島地震の教訓

資
機
材
、
物
資
、
備
蓄
の
充
実

６

車両や資機材の充実・小型化・軽量化

・救助用資機材を整備する際に、車両や資機材を小型・

軽量化するなど、被災地の道路状況が悪い場合、海

路・空路を活用して被災地入りする場合もあることに

留意する旨を記載

【風水害等災害対策編】

第３章 第３節

【地震・津波災害対策編】

第３章 第３節

R7手引き

能登半島地震の教訓

７

消防団の資機材の充実

・大規模災害等に備えた消防団の車両・資機材・拠点施

設の充実、必要な資格の取得、地域住民との交流等を

通じ消防団員がやりがいを持って活動できる環境づく

りに努める旨を記載

【風水害等災害対策編】

第３章 第22節

【地震・津波災害対策編】

第３章 第12節

R7手引き

能登半島地震の教訓

８

通信施設・設備の整備、通信手段の確保

・公共安全モバイルシステム、ＡＩ、ＳＮＳの活用など、

災害対応業務のデジタル化の促進、定期的な訓練等を

通じた平常時からの連携体制の構築に努める。

・デジタル化においては、災害対応に必要な情報項目等

の標準化や、システムを活用したデータ収集・分析・

加工・共有の体制整備を図る。

【風水害等災害対策編】

第３章 第３節

第３章 第４節

【地震・津波災害対策編】

第３章 第３節

第３章 第４節

R7手引き

そ
の
他

９

雪害対策

・積雪に伴う大規模な立ち往生に対し、救援物資の提供

や避難所への一時避難支援

・雪下ろしの人身事故の防止のための注意喚起、命綱固

定アンカーの設置の促進

・豪雪対策本部の設置基準や組織、所掌事務等を記載し、

地域防災計画に豪雪対策本部の設置を位置付け

【風水害等災害対策編】

第２章 第４節

第５章 第１節

R5手引き

防災基本計画修正

（令和4年6月）

R7手引き

令和7年1月の豪雪

災害対応

11

災害派遣チームの派遣

・県及び町による、避難所等における衛生環境を維持す

るため、災害時感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の

派遣を迅速に要請する旨を記載

【風水害等災害対策編】

第４章 第18節

【地震・津波災害対策編】

第４章 第19節

R7手引き

医療法の改正、能登

半島地震の教訓

12

防災行動計画の作成

・関係機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災

行動計画（タイムライン）を作成し、検証を踏まえた

見直しや、訓練・研修による効果的な運用に努める

【風水害等災害対策編】

第３章 第７節

【地震・津波災害対策編】

第３章 第６節

R5手引き

令和７年度 野辺地町地域防災計画の修正について （２／２）

（２）風水害等災害対策編、地震・津波災害対策編の修正（地域防災計画修正の手引きより） （２/２）

修正

事項
No 主な内容 主な該当章・節

県計画

との関係

そ
の
他

13

要配慮者に関する情報の内部利用

・要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を避難

行動要支援者名簿の作成に、必要な限度で内部で利用

することができる

【風水害等災害対策編】

第３章 第12節

【地震・津波災害対策編】

第３章 第17節

R7手引き

14

災害廃棄物対策の明確化

・「災害廃棄物対策」の節を新たに設け、広域処理体制

の確立、仮置場・最終処分場の確保等について記載

【風水害等災害対策編】

第３章 第14節

【地震・津波災害対策編】

第３章 第19節

R7手引き

15

応急修理

・「住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理」と

「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」に区別し、

対象者や方法を明確化

【風水害等災害対策編】

第４章 第14節

【地震・津波災害対策編】

第４章 第15節

R7手引き

16

北海道・三陸沖後発地震注意情報の追加

・北海道・三陸沖後発地震注意情報の発信条件、発信の

流れ、留意事項、発信された場合の対応等について追

記

【地震・津波災害対策編】

第４章 第１節
R7手引き

17

被災宅地の危険度判定の明確化

・「被災宅地の危険度判定」の節を新たに設け、被災宅

地危険度判定制度や被災者への説明、応援協力体制等

について記載

【風水害等災害対策編】

第４章 第25節
R5手引き

（３）原子力災害対策編の修正（県地域防災計画の修正より）

NO 主な内容 主な該当章・節
県計画

との関係

１ 甲状腺被ばく線量モニタリングの実施等

第１章 第９節

第２章 第15節

第３章 第４節

令和５年度青森県地域防災計

画改訂

（原子力災害対策指針改正及

び防災基本計画修正）

２
原子力災害医療協力機関を国が指定する枠組みの新設に

伴う、国指定機関との調整

第１章 第９節

第３章 第９節

令和６年度青森県地域防災計

画改訂

（原子力災害対策指針改正）

３
能登半島地震を踏まえた避難所運営等に係る所要の修正

（備蓄物資、家庭動物の飼育、避難所物資等）

第２章 第７節

第２章 第13節

第３章 第４節

令和６年度青森県地域防災計

画改訂

（防災基本計画修正）

４ 屋内退避に係る所要の修正 第３章 第４節

令和７年度青森県地域防災計

画改訂

（原子力災害対策指針修正）

５ 対策拠点施設をオフサイトセンターに修正

第１章 第９節

第２章 第６節

第３章 第２節

第３章 第３節 等

令和７年度青森県地域防災計

画改訂

（防災基本計画修正）
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